
令和４年７月１日 

外務省 

 

 独立行政法人通則法第２０条第１項の規定に基づき、独立行政法

人国際協力機構監事を任命したので、下記のとおり公表する。 

 

記 

１ 任命日 

  令和４年７月１日 

  （任期：令和４年７月１日 ～ 令和９年６月（見込み）） 

※監事の任期は中期目標の期間の最後の事業年度についての財

務諸表の承認日まで 

２ 氏名 

  関口 典子（せきぐち のりこ） 

３ 生年月日・年齢 

  昭和３９年１月２３日生 ５８歳（任命日時点） 

４ 前職 

  関口典子公認会計士事務所代表 

５ 任命理由 

公認会計士としての会計･経理実務全般に関する専門的知見に 

加え、JICAの契約監視委員等を歴任し、JAICA業務全般（特に経 

理・契約面）について幅広い知識を有しているため適任と判断し 

た。                        以上 


